
確定申告 （ 還付申告 ） の ポ イ ン ト は 裏面に ！   

あなたや ご 家 族は ど う で し ょ う か ？   

ご 存 じ で す か ？  所得税の還付。   
「家 を 建 て た 」 「 長期間入院 し た 」 等の大 き な お 金の出入 り ば か り 
では あ り ま せ ん 。 意外 に も 、 下記の よ う な ち ょ っ と し た と き 、 税務署へ 
「 確定申告 」 をす れ ば 、 税金 が還 っ て く る 場合 が あ り ま す 。   

ケース 1 ケース 2

ケース 3 ケース 4

ケース 5 ケース 6

ケース 7 ケース 8



押 さ え て お き た い 「 還付申告 」 のポイ ン ト   
ケ ー ス に よ って 還ってく る 金 額 は 変 わ り ま す の で 、 あて は ま る 項 目 を ご 確 認 く ださ い 。   

2006年8月 現在 の制度 ・ 法律等 を も と に 作成 し て い ま す 。 今後 、 改正 な ど に よ り 変 更 さ れ る こ と が あ り ま す 。   

詳しくはお近くの税務署にご相談ください。  

ケース 1

給 与への課税は 、 1年間継続 し て 毎 月 同 じ く ら い 収入 が 
あ る と 想定 し て源泉徴収されています。 転職 や 退 職 で 
の後の年収 

そ 
が 想 定 し た 金 額 よ り 

告 
少な く な る 場 合 、 確定申 

を す れ ば 、 ほと ん ど の ケ ー ス で 税金 が 還 っ て き ま す 。   

ケース 2

年収 が 減 れ ば 所得税 も 減 り ます   

そ の ほ か に も こん な場 合 に は 、 確定申告 で税金が 還 っ てくる場合があります。   

ケース 6ケース 3 ケース 7

年間10万円 以上 は   
医療費控除 が 適 用 に な り ます   

災害 や 盗 難 に あ っ て 被 害 （住 宅 や 家 財 に 被 害 を 受 
け た ） 

を 
場 

受け た 
合 、 雑損控除 の 適 用 対 象 に な る 場合 が あ り ます 。   

ケース 4 ケース 5

配偶者 や 子 供 を 扶養 し て い る 場合 、 配偶者控除 や 扶 養 
控除 が 受 け ら れ ま す 。 これ ら は 12月31日 の状 況を も と に 
控 除 さ れ る の で 、 年末 に 出 産等家族 の 異 動 
合 、 12月 の 上旬 に 行 わ れ る 年末調整 に は 反 
ない 

があ っ た 場 
映 さ れ てい 

こ と が あ り ま す 。   

ケース 6

年末調整に扶養控除が反映されて 

サラリーマンの副収入20万円以下は 
申告不要 

いな い こ と があ り ます   
パー ト 等 の 給 与 か ら 所得税 が 源泉徴収 さ れ て い て 、 年末 
調 整 を し ていない 場 合 、 確定申告 すれば税金が戻って 
くる場合もあります 。 また、昨年 の 収 入 が 103万円以下 
場合は 

の 
、 所 得 税 はか かり ませ ん 。 

ケース 8

雑損控除 に 該 当 す る 場 合 が あ り ます   

所得税 が か か ら な い 場合 も あ り ます   

住宅 ロ ー ン で 家 を 建 て た 。   
国 や 地方公共団体等 に   

寄付 を した 。   

2月 16日 ～ 3月 15日 ま で に   
申告 を 行 な う。   

問題 が な け れ ば 、   
約3カ 月 後 に 還付 さ れ ま す 。   

年末調整 で 、 配偶者控除 や   
生命保険料控除 ・ 損害保険料控除 の   

記載 も れ が あ っ た 。   

株式 の 配 当 を 受 け た が 、   
源泉徴収 さ れ た 税 金 が   
本来 の 税 額 よ り 多 い 。   

こ の 用紙 は 再生紙 を使用 し て い ま す 。   
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保険 に 関 す る お 問 い 合 わ せ は   

東京都中央区銀座 5-3-16 〒 104-0061
URL:http://www.tmn-anshin.co.jp

＜ 生命保険 に つ い て の ご 相談 ・ お問い 合 わせは ＞   
総合 カ ス タ マ ー セ ン タ ー （ お 客様相談窓口 ）   
TEL： 0120-016-234
お 問 い合 わ せ時間 ： 月～ 金 　 9： 00～ 18： 00（ 祝日等 、 当社休業 日 を 除 く ）   

作家以外の原稿料・モニターの謝礼など、給与以外の副収入は
雑所得に分類されます。ただし、給与の収入金額が2,000万円以
下の人で、副収入による所得（収入-必要経費）が20万円以下
の場合は確定申告は不要です。もし副収入から源泉徴収されて
いて税金が取り戻せるときは確定申告をした方が有利です。 

子どもが生まれたり、歯の治療をしたりして、10万円以上
（保険金補填金額等を除いた金額）医療費を支払った場
合、確定申告をすると一定の金額の所得控除を受けるこ
とができ、税金が還ってくる場合があります。これは世帯を
合算したものなので、生計を一にする配偶者や子どもの
医療費控除の対象になります。 
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